
退職所得の選択課税の記載例① 出国後受け取った退職金

【第一表】

〇〇
× × ×

退職所得の選択課税

――――４
X X X X X X X

XXX, XXXX,XXXUSA 

千代田区霞が関X－XX－X
千代田区霞が関〇－〇〇－〇
納税管理人：国税 一郎

提出時の
住所

出国直前の
住所

納税管理人
の住所・氏名

〇

所得控除の
適用は

ありません！

XXX XXXX XXXX

納税管理人
の電話番号

X X X X X X X

2 0 2 5 0 0

2 0 2 5 0 0
4 2 5 2

2 0 6 7 5 2

１ ４ ２ ９ ４ ０ ０
△ １ ２ ２ ２ ６ ４ ８

１ ４ ２ ９ ４ ０ ０

１ ２ ２ ２ ６ ４ ８

納税管理人
の口座

（納税管理人）
△△

○○

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

Tax Taro
納税者の
氏名

「分離」に
〇を記入

――――

〇

2 0 2 5 0 0

～本記載例の目的について（必ずお読みください）～
非居住者の方が国内において国内源泉所得に該当する退職手当等（例：居住者であった期間に行った勤務等に基因
して支払われる退職手当等）の支払を受ける場合には、その退職手当等の金額の20.42％の金額の所得税及び復興特
別所得税が源泉徴収され、原則として、この源泉徴収により課税関係が完結します（源泉分離課税方式）。
ただし、当該退職手当等について、その支払の基因となった退職（その年中に支払を受ける当該退職手当等が２以上
ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職）を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の
総額を居住者として受けたものとみなした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができ
ます。これを「退職所得の選択課税」といいます。
「退職所得の選択課税」の適用を受ける場合には、その年の翌年１月１日（同日前に「退職所得の選択課税」の規定の
適用を受ける退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日）以後に、一定の事項を記載した「退職所得の選
択課税の申告書」を納税地を所轄する税務署に提出する必要があります。
本記載例は、「退職所得の選択課税の申告書」を提出される方向けに、その記載例を示したものになります。

「退職所得の選択課税」と記載し、
「所得税及び復興特別所得税」に取り消し線を引きます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm


退職所得の選択課税の記載例① 出国後受け取った退職金

【第二表】

退職所得の選択課税

XXX, XXXX,XXXUSA 

XXX, XXXX,XXXUSA 

千代田区霞が関X－XX－X

４

退職手当 支払総額1,000万円

×2,555日/3,650日

7  000  000  1  429  400  

400  10 平成24 ４ １ 令和４ ３ ３１

株式会社 □□

東京都新宿区×－×－×

退職
株式会社 □□
東京都新宿区×－×－× 10,000,000 1,429,400

４

Tax Taro

Tax Taro

――――
――――

退職
手当

1,429,400

その支払の基因となった退職（その年中に支払
を受ける当該退職手当等が２以上ある場合には、
それぞれの退職手当等の支払の基因となった退
職）を事由としてその年中に支払を受ける退職手
当等の総額を記載します（国内源泉所得である
退職手当等の金額のみを記載するのではありま
せんので、ご注意ください。）。

「退職所得の選択課税」と記載し、
「所得税及び復興特別所得税」に取り消し線を引きます。



退職所得の選択課税の記載例① 出国後受け取った退職金

退職所得の選択課税

XXX, XXXX,XXXUSA 
千代田区霞が関X－XX－X

1 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0

0

2 0 2 5 0 0

2 0 2 5 0 0

〇 １ ７ １

10,000,000 4,000,000

４

Tax Taro

―――――
―――――

【第三表】
「退職所得の選択課税」と記載し、
「所得税及び復興特別所得税」に取り消し線を引きます。

勤続年数 退職所得控除額

20年超 70万円×（勤続年数—20年）＋800万円

20年以下 40万円×勤続年数　（80万円未満となる場合は、80万円）

退職所得の計算方法

（退職手当等の収入金額（㊁）－退職所得控除額） ÷ ２

【退職所得控除額（※１）の金額】

※２　本年分に短期退職手当等や特定役員退職手当等の支払を受ける場合や、本年分の退職手
当等の勤続期間と前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間との重複期間がある場合の退職
所得の計算方法は上記とは異なります。これらの場合に該当する場合の退職所得の計算について
は、国税庁ホームページに掲載されている「短期退職手当等Q&A」をご確認ください。

※１　障害者になったことに直接基因して退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計
算した金額に、100万円を加えた金額となります。



退職所得の選択課税の記載例② 厚生年金の脱退一時金

【第一表】

〇〇
× × ×

退職所得の選択課税

４

X X X X X X X

XXX, XXXX,XXXUSA 

千代田区霞が関X－XX－X

提出時の
住所

出国直前の
住所

納税管理人
の住所・氏名

〇

所得控除の
適用は

ありません！

納税管理人
の電話番号

X X X X X X X

0

５ ９ ５ １ ９
△ ５ ９ ５ １ ９

５ ９ ５ １ ９

５ ９ ５ １ ９

納税管理人
の口座

（納税管理人）
△△

○○

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

Tax Taro
納税者の
氏名

0

0
0

「分離」に
〇を記入

――――

0

――――

〇

千代田区霞が関〇－〇〇－〇
納税管理人：国税 一郎

123 4567 8910

「退職所得の選択課税」と記載し、
「所得税及び復興特別所得税」に取り消し線を引きます。



退職所得の選択課税の記載例② 厚生年金の脱退一時金

【第二表】

退職所得の選択課税
――

XXX, XXXX,XXXUSA 

千代田区霞が関X－XX－X

退職
厚生労働省
千代田区霞ヶ関１－２－２ 291,478 59,519

４

Tax Taro

――――
――――

脱退
一時金

「退職所得の選択課税」と記載し、
「所得税及び復興特別所得税」に取り消し線を引きます。



退職所得の選択課税の記載例② 厚生年金の脱退一時金

退職所得の選択課税

XXX, XXXX,XXXUSA 
千代田区霞が関X－XX－X

２ ９ １ ４ ７ ８

0

0

0

〇 １ ７ １

291,478 800,000

0

４

Tax Taro

―――――
―――――

【第三表】
「退職所得の選択課税」と記載し、
「所得税及び復興特別所得税」に取り消し線を引きます。

勤続年数 退職所得控除額

20年超 70万円×（勤続年数—20年）＋800万円

20年以下 40万円×勤続年数　（80万円未満となる場合は、80万円）

退職所得の計算方法

（退職手当等の収入金額（㊁）－退職所得控除額） ÷ ２

【退職所得控除額（※１）の金額】

※２　本年分に短期退職手当等や特定役員退職手当等の支払を受ける場合や、本年分の退職手
当等の勤続期間と前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間との重複期間がある場合の退職
所得の計算方法は上記とは異なります。これらの場合に該当する場合の退職所得の計算について
は、国税庁ホームページに掲載されている「短期退職手当等Q&A」をご確認ください。

※１　障害者になったことに直接基因して退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計
算した金額に、100万円を加えた金額となります。


